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〔論 文〕 

EDINET における IFRS タクソノミの導入とその課題 

坂  上   学 

1 はじめに 

EDINET (Electric Disclosure for Investors’ 

NETwork) は, 金融庁によって2001年より稼働

がはじまったわが国初の電子開示システムであ

る1)｡ 正式には ｢金融商品取引法に基づく有価

証券報告書等の開示書類に関する電子開示シス

テム｣ といい, 2005年 5 月の証券取引法 (現在

は金融商品取引法に取って代わられている) の

改正により, 従来は紙媒体によってのみ行われ

ていた有価証券報告書等の書類の提出・受理と

いった一連の手続を, 電子情報処理組織を用い

て行うことが可能となった｡ この電子情報処理

組織を具体的に実現したものが EDINET である｡ 

当初は EDINET の利用は任意であったが, 2004

年 6 月 1 日以降は一部の書類を除き, 電子デー

タによる提出が義務づけられるようになった｡ 

現在ではすべての書類について EDINET を介し

ての提出が義務付けられている｡ 

EDINET は当初, 財務情報を記述するために

HTMLというWebページで使われるマークアッ

プ言語を用いていた｡ HTML を採用することに

よって, 従来は紙媒体でしか入手できなかった

有価証券報告書を, 自宅に居ながらにしてイン

ターネットを介して Web ブラウザーを使って

簡単に閲覧できるようになったわけである｡ し

かしながら, 紙媒体と同様にデータの二次利用

が難しく, 財務データの整合性の検証を自動化

できないといった点については, データが電子

化されても問題は解決されなかった｡ 記述言語

として HTML を用いている限りは, この問題は

根本的に解決されないという運命を持っていた

のである｡ 

21世紀に入り, この問題を一挙に解決できる

技術が登場した｡  それは , XML (eXtensible 

Markup Language) と呼ばれるマークアップ言

語の応用言語として開発された XBRL (eXtensible 

Business Reporting Language) である2)｡ この XBRL

は, EDINET システムの高度利用を促進するた

めに導入されることになり, 証券取引法に取っ

て代わった金融商品取引法の施行令が2008年 3 

月に改正され, それに伴い2008年 3 月17日より

EDINET は新システムへと移行することになっ

た｡ そして2008年 4 月より始まる会計年度の決

算から, 提出書類の財務諸表部分については

XBRL 形式による提出が義務化されることとな

ったのである｡ 

この EDINET の XBRL 対応のため, 金融庁は

EDINET タクソノミを開発し, また EDINET シ

ステムにおいて提出される XBRL インスタンス

文書 (EDINET では ｢報告インスタンス｣ と呼

んでいる) の仕様を定めた｡ EDINET システム

に提出される報告インスタンスは, EDINET タ

クソノミの利用を前提とし, その拡張である企

業別拡張層タクソノミに対応させてその拡張タ

クソノミと共に提出することが要求されてい

る｡ 

一方, 2010年 3 月期の決算より国際財務報告

基準 (International Financial Reporting Standards : 

以下 IFRS) が任意適用となり EDINET において

も IFRS ベースの決算書類を提出できるように

なった (金融庁 2010)｡ 2002年 3 月期決算より, 

海外向けのアニュアルリポートにおいて IFRS

ベースの連結財務諸表を公表してきた日本電波

工業株式会社は, 日本で初めて IFRS ベースの

財務諸表を公表した (垣内 2010)｡ 当然ながら

EDINET を通じて提出した書類のうち, 財務諸

表部分については IFRS タクソノミに対応した
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報告インスタンスを提出している｡ 一見すると

EDINET システムは, その報告インスタンスの

要件から EDINET タクソノミと不可分であり, 

それ以外のタクソノミに対応するためには大幅

なシステム変更が必要なのではないかと思われ

たものの, 比較的スムーズに IFRS タクソノミ

に対応できたことになる｡ 

そこで本稿では, EDINET システムにおいて

どのように IFRS タクソノミを導入することが

できたのか, その仕組みを明らかにするととも

に, 具体的な事例として日本電波工業の報告イ

ンスタンスを分析することにより, 現時点にお

いてEDINETシステムにおいて IFRSタクソノミ

の導入における課題を明らかにすることにした

い｡ この問題を考えるにあたっては, EDINET

タクソノミと IFRS タクソノミの構造とその相

違点を知る必要がある｡ また EDINET システム

における報告インスタンスとタクソノミの関係

についても知る必要があるだろう｡ 具体的には

IFRS タクソノミの導入において, エントリー・

ポイントと呼ばれる新たな仕組みの導入につい

ての理解が不可欠であり, その役割・機能につ

いて明らかにする｡ その上で, 実際の報告イン

スタンスの内容を分析することにより, 何がで

きていて何ができていないのか, また不十分な

点についてはどのようにすれば解決ができるの

か, その課題を探ることにしたい｡ 

2 XBRL に関する予備的考察 

EDINETタクソノミと IFRSタクソノミの比較

をする前に, まず XBRL についての簡単な仕組

みを説明しておこう｡ 

XBRL 形式の財務諸表データは, インスタン

ス文書 (instance documents) と呼ばれる｡ EDINET

システムにおいては, このインスタンス文書の

ことを ｢報告インスタンス｣ と呼んでいるため, 

以下, このインスタンス文書について, EDINET

システムについて言及する場合は報告インスタ

ンスと呼ぶこともあるが, 両者は同じものを指

す｡ このインスタンス文書は, 対応するタクソ

ノミ (taxonomy) とペアで利用することが前提

となっている｡ 日本の会計基準で作成された財

務諸表を読みこなすためには, 企業会計原則や

財務諸表規則についての知識が必要であると同

時に, IFRS で作成された財務諸表を読みこなす

ためには, IFRS についての知識が必要であるこ

とは自明であろう｡ これと同じく, 日本の会計

基準をもとに作成された財務諸表のインスタン

ス文書 (すなわち報告インスタンス) は, 日本

の会計基準をもとに作成された EDINET タクソ

ノミがなければ正しく扱うことができないし, 

IFRS で作成されたインスタンス文書は IFRS タ

クソノミがなければ正しく利用することができ

ない｡ それは, インスタンス文書中に記述され

る財務データのタグは, 対応するタクソノミに

記述されているものでなければならないという

制約があるからである｡ 別の言い方をするなら

ば, タクソノミの中に定義されていないエレメ

ントをインスタンス文書の中で使うことは許さ

れないのである｡ 

しかしながら XBRL のインスタンス文書とタ

クソノミの関係は, もう少し複雑である｡ それ

は ｢拡張タクソノミ｣ という機能の存在である｡ 

拡張タクソノミは, あらかじめ用意されている

タクソノミの中に, 利用したい項目 (要素名) 

が見つからない場合に, 企業が独自に新たなタ

クソノミを作成し, 元のタクソノミを拡張する

ことによって, その企業独自の項目を使えるよ

うにするための仕組みである｡ その特徴ゆえに, 

XBRLは自身の名前の中に ｢拡張可能｣ (extensible) 

という表現を持つ｡ なお本稿では SEC が公表

しているマニュアルの記述 (Security Exchange 

Commission 2010, p.218) に倣い, 規制当局等に

よってあらかじめ用意されているタクソノミを 

｢基本タクソノミ｣ (原語は standard base taxonomy) 

と呼び, 企業独自の項目を拡張した部分につい

てのみ ｢拡張タクソノミ｣ (同様に, 原語では

company extension taxonomy) と呼ぶことにする

ことにしたい3)｡ この拡張タクソノミについて

は, 後述する実際の報告インスタンスを分析す

る上で不可欠な知識となるため, ここでやや詳

しく説明をしておく必要があるだろう｡ 

XBRL を採用する電子開示システムにおいて, 

この拡張タクソノミは標準化された手続きに従

って作成することが求められる｡ アメリカの
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EDGAR システムにおいても, わが国の EDINET

システムにおいても, 拡張タクソノミはファイ

ル名の命名規則に至るまで細かく規定され, し

かも必ずインスタンス文書と共に提出すること

を要求するというアプローチをとっている｡ 

なぜこのようなアプローチをとるかというと, 

拡張タクソノミ扱いを統一することで混乱を未

然に防ぐという意図があるからである｡ ある企

業のインスタンス文書には独自の項目がないた

め, 拡張タクソノミが添付されていないが, 別

の企業では添付されているとすると, ファイル

の有り無しの妥当性について, ひとつひとつ検

証をしなければならない｡ また拡張タクソノミ

のファイルの名称も, 企業が勝手に命名してい

たのでは, システム側においてインスタンス文

書から拡張タクソノミの情報を読み取って解釈

する必要がでてくる｡ またその拡張タクソノミ

の中で, 技術的に正しく ｢対象名前空間｣ (target 

namespace) が定義され, インスタンス文書よ

り読み取った情報と一致していることも求めら

れる4)｡ XBRL では, 拡張タクソノミに target 

Namespace 属性を用いてこの対象名前空間を指

定することになっているが, この属性に不適切

な値が指定されていたりすると, インスタンス

文書中に記述された企業独自の拡張項目を正し

く解釈することができず, 当該インスタンス文

書の財務データを適切に扱うことができなくな

ってしまう｡ このような混乱を避けるために, 

拡張タクソノミの扱いが標準化されるのであ

る｡ 

たとえば, わが国の EDINET における拡張タ

クソノミの扱いは, ｢企業別拡張層タクソノミ｣ 

として細かい部分に至るまで厳密に定義されて

いる｡ たとえば技術的に問題となりやすい対象

名前空間の指定などについても, EDINET コー

ド・文書番号・決算日・提出日を組み合わせて

ほぼ自動的に決まるようになっており, そこに

解釈の余地がないように工夫がなされている｡ 

このことは, アメリカの EDGAR システムにお

いても, 概ね同様の運用がなされている｡ 

3 EDINETタクソノミと IFRSタクソノミの比較 

以上の予備的考察をした上で, EDINET タク

ソノミと IFRS タクソノミの比較をすることに

しよう｡ 

EDINET ではさらに, 前述したような拡張タ

クソノミの持つ役割, すなわち企業独自の項目

を追加するという役割の他にも, いくつか特徴

的な役割を持たせている｡ それは EDINET タク

ソノミの中に内包されている業種別タクソノミ

を指定するという役割と, パターン別リンクベ

ースファイルを指定するという役割である5)｡ 

とりわけ後者のパターン別リンクベースファイ

ルというのは, 世界に存在する三大タクソノミ 

(EDINET タクソノミ, US-GAAP タクソノミ, IFRS

タクソノミ) の中でも EDINET タクソノミにし

かない大きな特徴となっている6)｡ 

周知のとおり, わが国における上場企業は 

『有価証券報告』 の提出が義務付けられてきた

が, これまで多少のバラツキがあるものの, 財

務諸表規則などにおいて雛形が例示されている

こともあり, 企業によってその表示様式はそれ

ほど大きな差違はないものと思われていた｡ し

かしながら金融庁が EDINET タクソノミの開発

に着手すると, 表示上いくつか簡単には解決で

きない問題が浮かび上がってきたのである｡ そ

の一つが, 有形固定資産に対する減価償却累計

額の表示方法や貸出債権に対する貸倒引当金の

表示方法である｡ 

たとえば有形固定資産に対する減価償却累計

額の表示方法について見てみると, いくつかの

カテゴリーごとに減価償却累計額を分けて計上

する方法が存在する一方で, 償却資産に対して

一括して計上する方法も存在している｡ この時, 

減価償却累計額の階層構造が異なるため, タク

ソノミでの扱いが問題となるのである｡ 報告項

目をタクソノミ化するということは, ある意味, 

報告項目をどのような階層構造として捉えるか

という問題に等しい｡ いわゆるデータモデルで

いうところの ｢階層モデル｣ では複数の親要素

を持つことができないため, それぞれの場合の

減価償却累計額の親要素を 1 つに決めなければ

ならない｡ 建物に対する減価償却累計額と, 機
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械設備に対する減価償却累計額とに分けて計上

している場合, 減価償却累計額は償却資産価額

に対する評価勘定として意味づけられるため, 

それぞれの親要素は, 建物や機械設備といった

ように別々の親子関係で定義されることになる｡ 

しかしながら減価償却累計額が一括計上されて

いる場合, 親要素を複数持つことが許されない

ため, 何か 1 つに決定しなければならない｡ こ

の場合は建物と機械設備とを合わせた償却性資

産全体が, その親概念ということになる｡ 

問題は, このようないくつかのパターンが存

在するなかで, タクソノミをどのように構築し

ていくかである｡ 一番安直な方法は, それぞれ

のパターン別にタクソノミをそっくりそのまま

作り上げてしまうことである｡ ただ表示および

計算上で, 財務諸表の中に登場するたった数個

の項目の扱いが異なるということだけで, 数千 

(EDINET タクソノミでは4,000を超える項目が

定義されている) にもおよぶタクソノミ全体を

複数セット用意するというのは, あまりにも不

効率である｡ このため表示方法が異なるほんの

一部の項目, すなわち貸倒引当金や減価償却累

計額等の評価性勘定を設定しなければならない

数十の項目のみを抽出し, いくつかの表示パタ

ーンに分けて作成したリンクベースファイルを

用意し, それらのファイルを部品として後から

追加指定するようにすれば, 効率的にタクソノ

ミを作成することができる｡ このパターン別リ

ンクベースファイルという複数の部品のうち, 

どのパターンを使うかを指定するために, 拡張

タクソノミ (EDINET で言うところの企業別拡

張層タクソノミ) を使うところに, 大きな特徴

を有しているのである｡ 

報告インスタンス (インスタンス文書) と一

緒に提出する企業別拡張層タクソノミが持つ, 

このような特徴は極めてユニークであるため, 

EDINET システムにおいて, 異なるアーキテク

チャのタクソノミ (たとえば IFRS タクソノミ) 

をそのまま利用することは, かなり困難なので

はないかと思われていた｡ この問題は, 後述す

るようにエントリー・ポイントというものを設

け, 企業別拡張層タクソノミをある意味二重構

造にすることより解決したのである (金融庁総

務企画局企業開示課 2010)｡ 

EDINET タクソノミになく, IFRS タクソノミ

にある大きな特徴としては, ディメンション 

(dimension) に対応しているということであろ

う｡ ディメンションとは, マトリックス構造の

中にデータを表現し, さまざまな角度から分析

ができるようにするための仕組みで, セグメン

ト別情報等の記述を念頭に置いて開発されたも

のである｡ また持分変動計算書のように, 縦横

に複数の属性が記述され, マトリックス構造を

持つ計算書もまた, このディメンション要素を

使って記述することができ, 実際の IFRS タク

ソノミにおいても持分変動計算書はこのディメ

ンション要素を利用して記述することになって

いる｡ 

ディメンション要素には大きく 2 つの軸によ

り構成される｡  1 つは Member と呼ばれるもの

で, もう 1 つがPrimary itemと呼ばれるものであ

る｡ 具体的に IFRS における持分変動計算書の

記述を見てみると, 純資産の勘定科目 (資本の

内訳) がDimension要素のMemberによって記述

され, その変動事由は Primary item によって表

わされていることが分かる｡ なおこのディメン

ションは, 連結財務諸表と個別財務諸表を区別

する際に用いるコンテキスト情報のシナリオ要

素を記述する場合にも用いられている (金融庁

総務企画局企業開示課 2010)｡ 

ディメンションへの対応は , アメリカの

US-GAAP タクソノミでも導入されており, ア

メリカのUS-GAAP タクソノミ, わが国のEDINET

タクソノミ, そして IFRS タクソノミという

三大タクソノミの中では, EDINET タクソノ

ミのみが対応していないことになる  (XBRL 

International Inc. 2009)｡ わが国においても, セ

グメント情報の開示は行われているし, 株主資

本等変動計算書のようにマトリックス構造を持

つ計算書類も存在しているが, EDINET タクソ

ノミにはディメンションが導入されていないた

め, これらのデータをさまざまな角度から分析

するといった使い方ができない｡ もし EDINET

タクソノミが他のタクソノミと比較して見劣り

する部分があるとすれば, このディメンション

に対応していないという点であろう｡ 
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4 IFRS タクソノミ導入の仕組みと制約 

以上のようにEDINETタクソノミと IFRSタクソ

ノミでは, とりわけディメンションへの対応とい

う部分においては根本的にそのアーキテクチャに

大きな違いが存在しており, またパターン別リン

クベースファイルの存在により企業が独自項目の

ために作成する拡張タクソノミの役割についても

大きく異なる部分があることが理解できた｡ 

このようにアーキテクチャの異なる IFRS タ

クソノミを EDINET システムにおいて利用する

ためには, いくつかのハードルを越えなければ

ならない｡ 具体的には, 異なるアーキテクチャ

のタクソノミを扱う上で必要となる情報 (タク

ソノミの名前空間や拡張リンクロールに関する

情報) を, 何らかの方法で入手する必要がある

のである7)｡ そして, その役割を担うのが, エ

ントリー・ポイントと呼ばれるファイルであり, 

EDINET に提出される報告インスタンスは, そ

の対となる企業別拡張層タクソノミからこのエ

ントリー・ポイントを介して, IFRS タクソノミ

への対応関係を構築することになる (図表 1 )｡ 

通常の EDINET システムでは, 企業別拡張層タ

クソノミを介して EDINET タクソノミへと辿る

ことになるが, IFRS タクソノミの場合は, 企業

別拡張層タクソノミの他にエントリー・ポイン

トを経由して IFRS タクソノミへと辿り着くこ

とになるわけである｡ 

 

■ エントリーポイントの対象名前空間の宣言 

■ IFRS タクソノミで用いるリンクベースに関する情報 

 定義リンク 

 表示リンク 

 計算リンク 

 名称リンク (en, ja) 

 参照リンク (ias_1, ias_7, eifrs) 

■ タクソノミ (スキーマファイル) のインポート 

 ※スキーマファイルは以下の 4 つ 

 ifrs-roles_2009-04-01.xsd 

 rol_ias_1_2009-04-01.xsd 

 rol_ias_7_2009-04-01.xsd 

 ifrs-cor_2009-04-01.xsd 

図表 1  IFRS 用エントリー・ポイントに記述されている内容 

 

EDINET システムは, 異なるアーキテクチャ

の IFRS タクソノミを直接扱えるようにシステ

ム全体を変更するのではなく, このエントリ

ー・ポイントを扱えるようにシステムを変更し

たにすぎないが, このような軽微な変更をする

だけで IFRS タクソノミを扱えるようにしたこ

とは, スムーズな移行を考えれば妥当な選択で

あろう｡ また実際に IFRS タクソノミに対応し

た報告インスタンスが無事に提出されうまく利

用できることが実証されたことは, 高く評価さ

れるべきであろう｡ 

しかしながら, このエントリー・ポイントを

介して, 異なるアーキテクチャのタクソノミを

利用できるからといって, 無尽蔵に複数のタク

ソノミを扱えるということを意味するわけでは

ない｡ エントリー・ポイントを介して他のタク

ソノミを利用する場合は, 同時に EDINET タク

ソノミを使うことができず, 排他的な利用に限

定される｡ 

この制約によってもたらされる問題は, 大き

く 2 つに分けることができる｡  1 つは, 連結財

務諸表は IFRS タクソノミによって作成するが, 
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個別財務諸表については EDINET タクソノミを

使うことになるため,  1 つの報告インスタンス

の中に, 連結財務諸表と個別財務諸表のデータ

を収容することができなくなってしまった｡ こ

のため, それぞれ別々に報告インスタンスと企

業別拡張層タクソノミを用意しなければならな

くなったということである｡ またもう 1 つは, 

EDINET タクソノミには凡そ日本企業が使うで

あろう全ての報告項目が網羅されていたのに対

し, IFRS タクソノミには必ずしも多くの日本企

業が使う (しかし外国企業ではめったに使われ

ることはない) 報告項目が含まれていない可能

性が高く, また実際に見つけることができない

場合は拡張タクソノミにその項目を独自に定義

しなければならないことになるが, その頻度が

増すという点であろう｡ 日本では各種の業種に

対し細かい規制がなされており, 業種独特の開

示項目というものも多々存在している｡ しかし

ながら IFRS タクソノミには, そのような日本

固有の事情に起因する報告項目が将来において

追加される保証はない｡ 仮に EDINET タクソノ

ミに定義されていたとしても, IFRS タクソノミ

を利用する場合は, それらを利用することがで

きず, すべて拡張タクソノミに各企業で独自に

対応することになる｡ 

なお US-GAAP タクソノミの扱いはどうなっ

ていたのだろうか｡ 2010年 3 月期決算の時点 

(すなわち EDINET のシステムがエントリー・ポ

イントを介して EDINET タクソノミ以外のタク

ソノミを利用できるようにシステムが変更され

た時点) においては, US-GAAP タクソノミはま

だ正式版がリリースされていなかったため, 金

融庁からエントリー・ポイント・ファイルが用

意されなかった｡ 結果として SEC 基準で財務

報告をおこなっている企業は, 連結財務諸表に

ついてはHTMLファイルによって作成し提出す

ることとなった｡ 

5 IFRS 対応の報告インスタンスの分析 

それでは IFRS タクソノミを用いて作成され

た報告インスタンスの実際を見てみることにし

よう｡ ここで取り上げるのは, わが国において

初めて IFRS 対応の財務諸表を提出した日本電

波工業株式会社の報告インスタンスである｡ 

日本電波工業株式会社は, 1948年 4 月に東京

日本橋において南部商工株式会社として設立さ

れた｡ 設立当初より水晶振動子の製造・販売を

手掛け, 1950年に現在の日本電波工業株式会社

に名称を変更して今日に至っている｡ 1958年に

は人工水晶育成の工業化に成功し, 業績を伸ば

す一方で, 積極的に海外展開もおこなってきた｡ 

1990年には東京証券取引所の 2 部上場し, 1998

年には 1 部上場を果たした｡ 2010年 3 月31日現

在において資本金は約106億円, IFRS ベースの

連結売上は525億円となっている｡ 

冒頭にも述べたように, 日本電波工業株式会

社は2002年 3 月期決算より, 海外向けのアニュ

アルリポートにおいて IFRS ベースの連結財務

諸表を公表してきたという実績をもっており, 

IFRS 導入について最も積極的な企業のひとつ

である｡ IFRS の任意適用が決まって最初の決

算期である2010年 3 月期の決算を IFRSでおこな

うといっても, 財務諸表に記述される個々の財

務データを準備することについては, これまで

の蓄積からはそれほど困難ではなかったものと

思われる｡ わが国においては EDINET を通じた

書類の提出が義務付けられているため, IFRS に

よる財務諸表を提出するということは, IFRS タ

クソノミに対応した報告インスタンスを作成し, 

EDINET システムを通じて提出するということ

を意味するが, EDINET システムが IFRS 対応と

なり, 提出書類のファイル仕様案が公表された

のは, 決算日も迫りつつある2010年 3 月 1 日と

いう時期であった｡ おそらく現場では, IFRS タ

クソノミに対応した報告インスタンスを作成し

提出するのか否か, ギリギリの判断が迫られて

いたはずであろう｡ いち早く導入を決断し, そ

のわずか数ヶ月後の2010年 6 月25日に, これま

でどの企業も作成したことのない IFRS 対応の

報告インスタンスを無事に提出できたというこ

とは, ある意味で快挙ともいえる出来事である｡ 

困難にあえて立ち向かった日本電波工業株式会

社の関係者の英断を高く評価したい｡ 

2010年 3 月期決算の財務諸表として日本電波

工業株式会社が EDINET を通じて提出した報告
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インスタンスは, 以下の16のファイルである 

(図表 2 )｡ 

このファイル群を理解するためには, EDINET

の報告インスタンスにおけるファイル名規則に

ついて, いくつかの基本事項を知っておく必要

がある｡ ファイル名は, 大きく 2 つのパートか

ら成り, 幹の部分と, 枝の部分とに分かれる｡ 

同じ財務諸表の場合, 全てのファイルに共通

する部分が幹部分であり, 異なるのが枝部分

ということになる｡ たとえば日本電波工業株

式会社の報告インスタンスの場合は, ｢ifrs-asr- 

E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25｣ (連結

財務諸表の場合) および ｢jpfr-asr-E01807-000- 

2010-03-31-01-2010-06-25｣ (個別財務諸表の

場合) が幹部分であり, その他の部分が枝部分

となる｡ 

 

■ 連結財務諸表 

 ifrs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25.xbrl 

 ifrs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-entrypoint.xsd 

 ifrs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25.xsd 

 ifrs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-definition.xml 

 ifrs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-presentation.xml 

 ifrs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-calculation.xml 

 ifrs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-label.xml 

 ifrs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-label-ja.xml 

 

■ 個別財務諸表 

 jpfr-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25.xbrl 

 jpfr-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25.xsd 

 jpfr-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-calculation.xml 

 jpfr-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-definition.xml 

 jpfr-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-information.xml 

 jpfr-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-label.xml 

 jpfr-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-label-en.xml 

 jpfr-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25-presentation.xml 

図表 2  日本電波工業株式会社の報告インスタンス 

 

 

 

図表 3  報告インスタンスのファイル名の構造 

 

i frs-asr-E01807-000-2010-03-31-01-2010-06-25.xbrl 

タクソノミ種別 EDINET コード 決算日 提出日

提出書類の種類 追番 提出回数 報告インスタンスの拡張子 
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まず幹部分のファイ名規則を見ていくことに

しよう｡ 最初の 4 桁の文字列には, タクソノミ

の種別を示す文字が入る｡ EDINET タクソノミ

の場合は jpfr であり, IFRS タクソノミの場合は

ifrsとなる｡ 続く 3 桁の文字列には, 財務諸表の

種別が入る｡ 具体的には asr であれば有価証券

報告書, q1r, q2r, q3r がそれぞれ第 1 四半期報告

書, 第 2 四半期報告書, 第 3 四半期報告書, ssrで

あれば半期報告書, srs であれば有価証券届出書

となる｡ 続く 6 桁のアルファベット＋数字で示

される部分は, EDINET コードが入る｡ 日本電

波工業株式会社の EDINET コードは, E01807で

ある｡  ここで注意しなければならないのは, 

EDINET コードと証券コードは異なるという点

である｡ ちなみに日本電波工業株式会社の証券

コードは6779 (2011年 3 月現在) である｡ 続く 3 

桁の数字は追番と呼ばれるもので, 複数の報告

インスタンスから構成される場合にそれらを区

別するために用いられるもので000から始まり 

1 ずつ番号が増えていく｡ 特に何もなければ通

常は000となっている｡ 続く 4 桁－ 2 桁－ 2 桁と

連なる数字は決算日の日付を示し, その後の 2 

桁の数字は提出回数を示している｡ 01から始ま

り再提出をするたびに 1 ずつ数字が増えていく｡ 

最後の 4 桁－ 2 桁－ 2 桁と連なる数字は報告イ

ンスタンスの提出日を示している｡ 

以上の幹部分のファイル名の他に, 拡張子も

しくはハイフン＋文字列＋拡張子という形で枝

部分がつく｡ 単に拡張子がつくだけのものは 2 

つあるが, .xbrl とあるのが報告インスタンスを

指し, もう一方の.xsd は企業別拡張層タクソノ

ミのタクソノミ・スキーマ・ファイルである｡ 幹

部分に続いて, -entrypoint.xsd とあるのがエン

トリー・ポイント・ファイルである｡ これは

IFRS タクソノミを利用する際に用いられるも

のなので, 当然ながら個別財務諸表の報告イン

スタンス (jpfr で始まるファイル群) には存在

しない｡ -definition.xml と続くのは定義リンク

ベース, -presentation.xml と続くのは表示リン

クベース, -calculation.xml と続くのは計算リン

クベース, -label.xml と続くのは英語の名称リン

クベース, -label-ja.xml と続くのは日本語の名

称リンクベースの各ファイルである｡ 

これらのファイル群のうち, 今回分析の対象

としたのは ifrsで始まる IFRSタクソノミに対応

した連結財務諸表のデータ  (ifrs-asr-E01807- 

000-2010-03-31-01-2010-06-25.xbrl) である｡ 

この報告インスタンスには, 全部で413個のエ

レメント (タグ付けされた財務データ) が記述

されていた｡ この内訳をさまざまな角度から検

討してみよう｡ 

まず対応するタクソノミ別に分類してみると, 

IFRSタクソノミに定義されている項目が164個, 

日本電波工業が独自に拡張したエレメントが定

義されている企業別拡張層タクソノミに対応す

る項目が249個となっている (図表 4 )｡ 実に全

体の60％強が, 企業独自に拡張した項目という

ことになる｡ 

 

 IFIRS 企業別拡張層 合計 

エレメント数 164 249 413 

構成比率 39.7％ 60.3％ 100％ 

図表 4  報告インスタンスにおけるタクソノミ毎の 

エレメントの構成比率 

 

ところで報告インスタンスに含まれる項目が

全体で413というエレメント数は, 実際の財務

諸表に記載されている項目からすると, やや多

い印象を持たれるかもしれない｡ これは 1 つの

報告インスタンスの中には, 前年度の財務デー

タと比較できるようにするために, 前年度デー

タも一緒に提供されているからである｡ したが

って単年度のデータは, おおむねその半分程度 

(200程度) と見積もられる｡ XBRL のインスタ

ンス文書の場合, 各年度毎に整然と区分されて

いるわけでなく,  1 つのファイル中に混在して

いる｡ このため一見しただけでは今年度のデー

タなのか, 前年度のデータなのかを区別するこ

とができないが, これらは各エレメントに記述

されるコンテキスト情報の属性値を見ることで

区別することができるのである｡ EDINET では 

5 種類のコンテキストを設定することが求めら

れており, コンテキスト毎にどれだけのエレメ

ントが存在しているかを以下に示してみよう 

(図表 5 )｡ 
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コンテキスト情報 IFIRS 企業別拡張層 合計

CurrentYearDuration 51 100 151 

CurrentYearInstant 27 21 48 

Prior1YearDuration 51 101 152 

Prior1YearInstant 27 21 48 

Prior2YearInstant 8 6 14 

図表 5  コンテキスト別のタクソノミ毎の 

エレメントの構成比率 

 

この表から分かるのは, 今年度 (コンテキス

トに CurrentYear とあるもの) の財務諸表デー

タのエレメント数は, 全部で199個であること

が読み取れる｡ ちなみに前年度データは200個

のエレメント, 前々年度データが14個であっ

た｡ 

コンテキスト別の内訳を見て分かるのは, 企業

別拡張層タクソノミに定義されている項目が多

いのは, CurrentYearDuration と Prior1YearDuration

の 2 つのコンテキストに対応するエレメントで

あり, いずれも IFRS タクソノミの項目数の約 2 

倍にあたるエレメントが拡張されていることが

分かる｡ 両者のコンテキストに共通するのは

Duration という表記が含まれていることである

が, この Duration とは開始時点と終了時点とい

うように幅のある期間を指し, 概ね損益計算書

やキャッシュフロー計算書等の計算書類に記載

される項目であることを示している｡ ただ, こ

のコンテキスト情報だけでは, 計算書類別の内

訳を知ることができないので, 続いて企業別拡

張層タクソノミにおいて拡張された項目につい

て, 計算書類別の内訳を調べてみることにしよ

う (図表 6 )｡ 

 

コンテキスト情報 
連結キャッシュ 

フロー計算書 

連結財政状態 

計算書 

連結包括利益 

計算書 

連結持分変動 

計算書 

CurrentYearInstant － 15 － 6 

CurrentYearDuration 11 － 4 85 

Prior1YearDuration 12 － 4 85 

Prior1YearInstant － 15 － 6 

Prior2YearInstant － － － 6 

合計 23 30 8 188 

図表 6  拡張タクソノミの計算書別内訳 

 

これを見る限り, 拡張されている項目は各計

算書類に万遍なく渡っているが, 他の計算書類

にくらべ圧倒的にその数が多いのが連結持分変

動計算書である｡ 連結持分変動計算書は, 縦横

にいくつかの項目が配置されるマトリックス構

造を持つ計算書類であり, 縦の項目も, 横の項

目も, 基本的には全て IFRS タクソノミの中に

定義されているはずである｡ しかしながら拡張

項目が連結持分変動計算書に集中していること

には, 何か特別な理由があるはずである｡ 

本稿の末尾に掲げた資料に列挙された独自拡

張した項目のリストを見れば分かるが, 項目名

は 2 つの項目をコロン (：) で結合したものがず

らりと列挙されている｡ これは連結持分変動計

算書の縦軸の項目が最初の部分, 横軸の項目が

後半の部分となっており, 要するに IFRS タク

ソノミではディメンションを用いて記述される

べき項目を, ディメンションを用いずに記述す

るために企業別拡張層タクソノミに項目を追加

して対応したということが分かる｡ 

6 まとめ ― IFRS タクソノミ導入の課題 

本稿では EDINET システムにおいて初めて

IFRS 対応の報告インスタンスを提出した日本

電波工業株式会社の事例をとりあげ, その仕組

みを明らかにしながら, 報告インスタンスを分

析した｡ そこで分かったことは, 報告インスタ

ンスに記載されている419項目のうち249項目が

企業別拡張層タクソノミにおいて定義された項

目であり, 全体の約 3 分の 2 近くにも及んでい

ることが判明した｡ 
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IFRS を導入することのメリットとして喧伝

されていたのは, ｢比較可能性｣ である｡ IFRS

という国際的に通用する単一の会計基準を用い

ることにより各企業の財務報告の差異を無くし, 

その結果として比較可能性の向上を目指すとい

うものであったはずである｡ しかしながら全体

の60％を超える項目が企業独自の拡張項目で占

められているとしたら, かえって比較可能性は

損なわれてしまうことになるだろう｡ 

このような問題が生じた背景には, IFRS タク

ソノミに対するスキルがまだ蓄積されていない

という事情があるように思われる｡ 本稿でも述

べたとおり, IFRS タクソノミにおいてはセグメ

ント別情報の他, 持分変動計算書などについて

も, 基本的にディメンションの機能を用いて記

述することになっている｡ しかしながら EDINET

タクソノミではディメンションがサポートされ

ていなかったため, ディメンションの機能を使

って報告インスタンスを作成するというスキル

が醸成されずに来たという経緯がある｡ 日本電

波工業株式会社のように長年 IFRS 対応の財務

諸表をアニュアルリポート上で公開してきた企

業といえども, IFRS タクソノミの機能をフルに

使うには, 技術的な面で少々敷居が高かったの

ではないか｡ とはいえこの問題は, 新たな制度

が導入されたり, 新たな技術が導入されたりし

た当初に付きものであって, 日本電波工業株式

会社の対応に特に問題があるということではな

い｡ EDINET に XBRL が導入された当初を振り

返ってみれば, ｢棚卸資産｣ という項目を拡張

した企業があったことを思えば, 制度的・技術

的の両面において初めての試みであったことを

考えれば, むしろ評価に値するものであろう｡ 

IFRS タクソノミによる報告インスタンスの

作成上, より深刻な問題は, IFRS タクソノミ自

体がわが国の会計環境に必ずしも十分に対応で

きていないことである｡ 2010年 3 月期の決算に

おいて, 実際に利用した IFRS タクソノミは

2009年度バージョンであり, 最新の2010年度バ

ージョンを使うことができなかった｡ 2010年度

バージョンの IFRS タクソノミが当初公表され

たのが2010年 4 月30日であり, その修正版が公

表されたのが2010年 8 月 5 日, このタクソノミ

が実際に利用可能となるのが, 年を越した2011

年 1 月 1 日といったスケジュールであるため, 

EDINET においては常に最新バージョンよりも 

1 つ前のバージョンを使うことを強いられるこ

とになる｡ この2009年度バージョンの IFRS タ

クソノミは, 定義されている項目が十分でなく, 

日本企業がこれを利用するにあたっては数多く

の拡張を行わなければならないと言われており, 

実際に日本電波工業株式会社の報告インスタン

スを見てみると, ディメンションを使わなかっ

たために拡張をしなければならなかった持分変

動計算書の項目を除いても, 61個の項目が拡張

されていた｡ これは全体の約15％にも及び, 決

して少なくない数字である｡ IFRS タクソノミ

を利用するということは, 構造的に企業が独自

で数多くの項目を拡張しなければならない状況

をもたらしているのである｡ 

わが国には各業種に対しさまざまな規制がな

されており, 業種特有の開示項目というものが

存在するが, これら日本固有の項目をまとめて

IFRS タクソノミを利用する場合に利用する日

本用タクソノミといったものを, どこかで作成

して共用するなどの工夫をしなければ, IFRS タ

クソノミの利用によって比較可能性が損なわれ

るといった状況が改善することはない｡ それら

の項目は既に EDINET タクソノミの中に定義さ

れているのだから, それを利用すればよいでは

ないかと思われるかもしれないが, 既に述べた

とおり IFRSタクソノミとEDINETタクソノミは, 

現在の EDINET システムでは排他的な利用しか

できないため, これを活用することができない｡ 

仮に共用の日本用タクソノミを用意したとして

も, IFRS タクソノミは常に改訂作業が進められ

ており, そのつど共用タクソノミを更新してい

かなければならないため, 今度はメンテナンス

上の問題が新たに出てくる｡ 維持コストを抑え

るために抜本的に改善をするためには, 制度的

な対応 (たとえば会計基準として IFRS を全面

的に導入しまうなど) も考えられなくもないが, 

それは本末転倒の議論であろう｡ この問題はか

なり悩ましい｡ 

また当座の US-GAAP タクソノミの対応につ

いても, 悩ましい状況がある｡ US-GAAP タク
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ソノミの正式版が公表され, それに対応する

EDINET 用のエントリー・ポイントが用意され

たとしても, US-GAAPタクソノミには日本語の

名称リンクが存在していないため, その扱いに

ついては何らかの対策が必要となるだろう｡ 

EDINET 用に独自に日本語ラベルが記述された

名称リンクを用意し, そのファイルを利用でき

る仕組みを講じるのか, それとも IFRS タクソ

ノミのように US-GAAP タクソノミにも日本語

の名称リンクを追加するように働きかけるかし

かないと思われるが, 後者の実現可能性は限り

なく低い｡ 

IFRSによる財務報告は, 少なくとも電子開示

上はタクソノミさえあればスムーズに移行でき

ると一部で喧伝されていたようであるが, 今回

の事例を検証する限り, 超えなければならない

山がいくつもあることが分かった｡ またそれら

を乗り越えるためには, 技術的にもコスト的に

も決して小さなものではなく, 根本的な解決に

は制度的な対応も必要となるかもしれない｡ 本

稿を執筆時点において, 強制適用になるのか任

意適用になるのかはまだ確定していないものの, 

何らかの形でわが国に IFRS が導入されること

は確実であろう｡ であれば, ここで判明したい

くつかの問題をクリアしなければ, IFRS 導入の

目的である国際的な財務情報の比較可能性の向

上は達成できず, 単に追加的なコストを強いる

ものとなりかねない｡ このような状況を適切に

把握しておくことが, IFRS 導入といった制度設

計の場面において不可欠な要素であると言える

だろう｡ 

〔注〕 

 1) 世界初の財務情報の電子開示システムは, アメ

リカの証券取引委員会によって運用されている

EDGAR (Electric Data Gathering, Analysis and 

Retrieval) システムであり, 1985年よりパイロッ

ト・システムが稼働し, 1996年の 5 月にシステムを

全面的に更新して本格稼働し, EDGAR による書類

の提出を全面的に義務付けられるようになった｡ 

わが国の EDINET は, 世界的に見れば 2 番目の導

入ということになる｡ 

 2) XBRL はアメリカの公認会計士の Charles Hoffman

によってその基本的なアイデアが考案された (そ

れゆえ彼は XBRL の父と呼ばれている)｡ Hoffman

がどのように XBRL のアイデアを発案したのか, 

その経緯については岩本・ホフマン (2010) を参照

されたい｡ またその後, Hoffman のアイデアが最終

的に XBRL として結実するまでの過程については, 

XBRL International の Web サイト (http://www.xbrl. 

org/history.aspx) に詳しい｡ 

 3) タクソノミの解説書によっては, ｢基本タクソ

ノミに対して, 業種別タクソノミを拡張する｣ と

いった表現が見られる｡ たとえば XBRL Japan マ

ーコム委員会編 (2010) の 『FACTBOOK』 におい

ては, Japanese GAAP タクソノミが基本タクソノ

ミであり, その基本タクソノミに対し業種別タク

ソノミを拡張し, さらに自社タクソノミを拡張す

るという例が図示されている (p.13)｡ この場合, 

基本タクソノミを起点とすれば, 業種別タクソノ

ミも自社タクソノミもともに拡張タクソノミとい

う位置付けになる｡ しかしながら, 少々ややこし

いのは EDINET タクソノミにはコアとなる部分と

して財務諸表規則で規定されている項目を定義し

た基本タクソノミ (語彙層の cte および関係層の

cai) と業種別のタクソノミが一体化して提供され

ており, 両者を明確に区別することは XBRL に不

案内な者にとっては困難であろう｡ SEC のように

規制当局側があらかじめ用意した部分を ｢基本タ

クソノミ｣ とし, 企業独自の項目を定義した部分

を ｢拡張タクソノミ｣ として 2 つのカテゴリーに

整理することは, 説明上はそれなりに有用である

ため, 本稿でもそれに倣っている｡ 

 4) 対象名前空間とは, スキーマファイル内で定義

されたエレメントが属する名前空間のことである｡ 

XBRL ではスキーマの記述に XML Schema を採用

しているため, targetNamespace 属性を用いて宣言

することになっている｡ 企業が拡張タクソノミを

作成するにあたって, この targetNamespace属性を

記述するのを忘れたり, あるいは不適切な値を指

定しまったりすると, インスタンス文書中に記述

されている拡張項目を示すタグが, どのタクソノ

ミに定義されているか辿ることができなくなり, 

結果としてインスタンス文書のデータを正しく扱

うことができなくなってしまうのである｡ 

 5) この他にも EDINETタクソノミの特徴としては, 

タクソノミの階層化を挙げることができる｡ タク

ソノミの一般的な構造は,  1 つのタクソノミ・スキ

ーマに対し 5 つのリンクベースが対応している｡ 

階層化されたタクソノミは, このリンクベースを

その性質から 2 つのカテゴリーに分け, 一つを 

｢語彙層｣  (terminology layer) とし , もう一つを 

｢関係層｣ (relationship layer) とし, それぞれ別々

のタクソノミ・スキーマを用意し, 関係層のタク
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ソノミ・スキーマから語彙層のタクソノミ・スキ

ーマをインポート (import) することで一体化す

るという方法をとる｡ なぜこのようにするかとい

うと, 語彙層部分は業種などによって大きくこと

なる部分がほとんどないため共通化が容易である

が, 関係総部分については業種によって大きくこ

となるため (たとえばインフラ産業では固定性配

列法をとるが, 一般の商工業では流動性配列法を

とるため, 表示リンクベースに記述される order

属性の値が全く異なる等々), 共通化できる部分に

ついては分離して共用することによって, タクソ

ノミ全体の体系を効率化するためである｡ この

EDINET タクソノミの特徴については, たとえば

坂上 (2009) を参照されたい｡ 

 6) この世界の三大タクソノミの特徴の比較につい

ては, XBRL International Inc. (2009) を参照された

い｡ 

 7) 名前空間とは同じタグでも違う意味づけがなさ

れる場合に, それらを区別をするために用いられ

るものである｡ XBRL における名前空間について

の説明は, たとえば坂上 (2007) の記述を参照さ

れたい｡ 拡張リンクロールとは, 項目間の関係を

共通的に定義したり, 計算書類の様式を指定した

りする際に用いられたり, さまざまな場面で用い

られる機能を指す用語である｡ EDINET における

拡張リンクロールの一覧については金融庁総務企

画局開示課 (2007) 等の技術資料を参照されたい｡ 
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【資料】 日本電波工業株式会社の計算書別の拡張項目リスト 

 

連結財政状態計算書の拡張項目 

● 営業債権 

● その他 

● 無形資産 

● 投資有価証券 

● デリバティブ資産 

● その他 

● 和解費用引当金 

● その他 

● 新株予約権付社債 

● 資産除去債務 

● 和解費用引当金 

● 政府補助金繰延収益 

● その他 

● デリバティブ負債 

● その他の資本の構成要素 
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連結包括利益計算書の拡張項目 

● 販売費及び一般管理費 

● 研究開発費 

● 営業利益又は営業損失 (△)  

● 損益に振り替えられた売却可能金融資産の公正

価値の変動 

 

連結持分変動計算書の拡張項目 

● 包括利益：資本金 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：資本

金 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：資本金 

● 所有者との取引額合計：資本金 

● 包括利益：株式払込剰余金 

● 包括利益：新株予約権付社債 

● 包括利益：株式報酬 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：株式

報酬 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：株式報酬 

● 所有者との取引額合計：株式報酬 

● 当期利益又は当期損失 (△)：資本剰余金 

● 在外営業活動体の換算損益：資本剰余金 

● 売却可能金融資産の公正価値の純変動：資本剰余

金 

● 新株予約権付社債の消却：資本剰余金 

● 剰余金の配当：資本剰余金 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：在外

営業活動体の換算損益 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：在外営業

活動体の換算損益 

● 所有者との取引額合計：在外営業活動体の換算損

益 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：その

他の資本の構成要素合計 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：その他の

資本の構成要素合計 

● 所有者との取引額合計：その他の資本の構成要素

合計 

● 当期利益又は当期損失 (△)：その他の資本の構成

要素合計 

● 自己株式の変動額：その他の資本の構成要素合計 

● 剰余金の配当：その他の資本の構成要素合計 

● 新株予約権付社債の消却：その他の資本の構成要

素合計 

● 新株予約権付社債の償還：その他の資本の構成要

素合計 

● 非支配持分の取得：その他の資本の構成要素合計 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：非支

配持分 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：非支配持

分 

● 所有者との取引額合計：非支配持分 

● 自己株式の変動額：株式払込剰余金 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：株式

払込剰余金 

● 所有者との取引額合計：資本剰余金 

● 非支配持分の取得：資本剰余金 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：資本剰余

金 

● 売却可能金融資産の公正価値の純変動：売却可能

金融資産 

● 包括利益：売却可能金融資産 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：売却

可能金融資産 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：売却可能

金融資産 

● 所有者との取引額合計：売却可能金融資産 

● 包括利益：在外営業活動体の換算損益 

● 在外営業活動体の換算損益：その他の資本の構成

要素合計 

● 売却可能金融資産の公正価値の純変動：その他の

資本の構成要素合計 

● 包括利益：その他の資本の構成要素合計 

● 剰余金の配当：利益剰余金 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：利益

剰余金 

● 所有者との取引額合計：利益剰余金 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：利益剰余

金 

● 新株予約権付社債の消却：親会社の所有者に帰属

する持分合計 

● 当期利益又は当期損失 (△)：親会社の所有者に帰

属する持分合計 

● 在外営業活動体の換算損益：親会社の所有者に帰

属する持分合計 

● 売却可能金融資産の公正価値の純変動：親会社の

所有者に帰属する持分合計 

● 自己株式の変動額：親会社の所有者に帰属する持

分合計 

● 剰余金の配当：親会社の所有者に帰属する持分合

計 

● 新株予約権付社債の償還：親会社の所有者に帰属

する持分合計 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：親会

社の所有者に帰属する持分合計 

● 非支配持分の取得：親会社の所有者に帰属する持

分合計 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：親会社の

所有者に帰属する持分合計 

● 所有者との取引額合計：親会社の所有者に帰属す

る持分合計 

● 非支配持分の取得：非支配持分 
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● 所有者との取引額合計：株式払込剰余金 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：株式払込

剰余金 

● 自己株式の変動額：自己株式 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：自己

株式 

● 所有者との取引額合計：自己株式 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：自己株式 

● 新株予約権付社債の消却：新株予約権付社債 

● 新株予約権付社債の償還：新株予約権付社債 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：新株

予約権付社債 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：新株予約

権付社債 

● 所有者との取引額合計：新株予約権付社債 

● 自己株式の変動額：資本剰余金 

● 新株予約権付社債の償還：資本剰余金 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：資本

剰余金 

● 当期利益又は当期損失 (△)：資本合計 

● 在外営業活動体の換算損益：資本合計 

● 売却可能金融資産の公正価値の純変動：資本合計 

● 自己株式の変動額：資本合計 

● 剰余金の配当：資本合計 

● 新株予約権付社債の消却：資本合計 

● 新株予約権付社債の償還：資本合計 

● 所有者による拠出及び所有者への分配合計：資本

合計 

● 所有者との取引額合計：資本合計 

● 非支配持分の取得：資本合計 

● 子会社に対する所有持分の変動額合計：資本合計 

● 期首期末残高：株式払込剰余金 

● 期首期末残高：新株予約権付社債 

● 期首期末残高：株式報酬 

● 期首期末残高：売却可能金融資産 

● 期首期末残高：在外営業活動体の換算損益 

● 期首期末残高：その他の資本の構成要素合計 

 

連結キャッシュフロー計算書の追加項目 

● 新株予約権付社債償還益 

● 和解費用 

● 和解費用引当金戻入額 

● 受取利息及び受取配当金 

● 支払利息 

● 利息及び配当金の受取額 

● 和解費用の支払額 

● 新株予約権付社債消却益 

● 長期借入金の返済による支出 

● 短期借入金の純増減額 (△は減少) 

● 新株予約権付社債の償還による支出 

 


